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８月の予定　　子育て支援センター

主な内容
・子育て支援センター
・エンジェル広場
・男性料理教室ほか

  ８月　 ２日(火)　　一時保育・リフレッシュ指定日
　　　　　３日(水)　　すくすく広場
　　　　　　　　　　　　　　水・泥んこ遊び
　　　　　４日(木)　　園庭開放
　　　　　９日(火)　　園庭開放
　　　　１０日(水)　　すくすく広場
　　　　　　　　　　　　　　水・泥んこ遊び
　  　　１７日(水)　　園庭開放
　　  　２２日(月)　　一時保育・リフレッシュ指定日
　　　　２４日(水)　　 すくすく広場
　　　　　　　　　　　　　　水・泥んこ遊び
　　　  ２６日(金)　　園庭開放
　　　　２９日(月)　　すくすく広場
　　　　　　　　　　　　　　水・泥んこ遊び

時間　　午前１０時から
　　　　(一時保育は午前８時３０分～午後４時３０分)
場所　　和束保育園
問合せ先　子育て支援センター(和束保育園内)
　　　　　　　　             　　  　　　　℡　７８－２１５６
☆その他　　各自必要なものはお持ちください。

エンジェル広場

　就園までのお子さんと保護者を対象に実施してい
る広場です。お子さんのことや育児のことなどにつ
いてお話ししませんか。ベビーマッサージやクラフト
作りもしています。
　ぜひ一度遊びに来てください。
 
日時　　９月９日（金)  午前１０時～１２時
場所　　社会福祉センター  相談室・老人室
講師  　あかい とみこ さん
　
問合せ先　福祉課 健康係
                  ℡　７８－３００１
 ☆★時間内であればいつでも
                             のぞきに来てください★☆

(レクリエーション・コーディネーター)

男性料理教室のご案内 交通事故に気をつけよう

　食事を自分でつくれるようになることは、自らの健
康に気を配り、元気に暮らしていくことにつながりま
す。はじめて人でも簡単につくれ、また、お腹が
いっぱいになってもヘルシーなレシピを用意しまし
た。
　この機会に料理を楽しんでみませんか。ぜひ参
加してください。

日   時　：　９月２３日（金）午前10時～

場   所　：　社会福祉センター　調理室

対象者　：　成人男性　先着10人

持ち物　：　エプロン、三角巾

費   用　：　３００円

～メニュー～
・　鶏肉のピーナツバター焼き
・　ひじきのトマト煮
・　しらたきと小松菜の和え物
・　きのこのすまし汁
・　にんじんと黄桃のヨーグルトゼリー

　申込み ： ９月２日(金)まで
　　　　　　　　　役場福祉課　℡　７８－３００１

　・自転車の点検をしっかりと

　・自転車の二人乗りはしない

　・道路へのとびだしはしない

　・信号機は青になってから渡ろう

　・歩くときは道路の右側を・・・

　・自転車は道路の左側を・・・

　正しい交通ルールで夏休み期間中交通事

故のないようにすごしましょう。

でかけるときは、
行先と帰る時間を
家の人に言ってか
らでかけましょう
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　今年度は、３歳・４歳のお子様に加えて、小学３年生・小学４年生のお子様にも、日本脳炎の予防接種
のご案内を行っています。

　小学３年生・小学４年生のお子様がいらっしゃる保護者の人は、母子健康手帳を確認し、日本脳炎の
１期接種が不足している場合は接種を受けましょう。

【問合せ先】　　福祉課健康係　電話　７８－３００１

　８月６日（土）及び９日（火）は、原爆記念日で
す。
　和束町は、昭和６３年６月の町議会の議決を経
て、この地球上に再び広島・長崎のあの惨禍を
繰り返させてはならないと世界の人に訴えるた
め、「非核・平和都市」を宣言しています。
　戦争死没者の冥福を祈り、世界の恒久平和を
祈念して、「原爆パネル展」を開催いたします。

＊ 日　 時　　　８月２日（火）～８月１５日（月）
　　　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
＊ 場　 所　　　役場１階住民ホール
＊問合せ先　　役場総務課
　　　　　　　　　　電話　７８-３００１

○　日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、
平成１７年度から平成２１年度まで、日本脳炎の予防接種のご案内を行いません
でした。その後、新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り
受けられるようになっています。

○　平成７～１８年度に生まれた方は、日本脳炎の予防接種が不十分になっているこ
とがあります。特に平成１３～１８年度生まれ（「年中」相当～小学４年生）のお子
様は、１期接種が終わっていないことがあります。

○　これらのお子様には、平成２３年度から順次接種のご案内を行います。平成２３
年度は小学３年生・４年生のお子様にご案内を行い、それ以下の年齢のお子様には、
平成２４年度以降にご案内を行います。

※ ご案内の対象となっていない場合でも、平成７年６月１

日～平成１９年４月１日生まれで、１期・２期の接種が終

わっていないお子様は、２０歳未満までの間、接種を受け

ることができますので、希望する人は福祉課にお問い合

わせください。
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　和束町では生ごみの減量化に取り組む区（組或はグルー
プ）に対して、業務用大型生ごみ処理機（処理量：20k、30kg、
50kg／日の３種類）の設置について支援します。生ごみを機械
へ投入し、約24時間かけて堆肥の素となる処理物が出来あが
ります。処理物は土と混ぜて畑の肥料に使っていただくことで
生ごみの減量化につながります。

和束町ごみ減量化推進地区支援事業について

◎生ごみ減量化に取組むには、次の条件が必要です。
　　１．業務用大型生ごみ処理機が設置可能な場所
　　　　（２ｍ×２ｍ四方程度の平らな土地）があること。
　　２．近くに電線があること。
　　３．１０世帯以上で取り組めること。
　　４．最低５年間は継続して取り組むこと。
　　５．処理物は地域で使用して頂くこと。
　◎設置にかかる工事費用、機械の本体価格、電気料金等は
　　　町が負担します。

　【問合せ先】　役場農村振興課　℡78-3001(内線230)

◎被害にあわないためのアドバイス

・無料点検と言われてもすぐに玄関をあけない。
・業者の説明をうのみにさず、家族や身近にいる人に
　相談しましょう。
・工事契約は一人でしない。すぐにはしない。
・解約してしまってもあきらめずにクーリングオフを・・・
※訪問販売なら8日以内であれば、違約金なしで契約を解約す
ることができます。
　クーリングオフはハガキで

■京都府消費生活安全センター　℡　21-2426

リフォーム詐欺にご注意

だまされないで　振込み詐欺の「ウソ電話」

◎被害にあわないためのアドバイス

・息子や、親族などの名前を騙る手口
・息子が事故を起こすなど示談金や解決金を振込ませる手口
・年金や医療費など還付をするなどの手口
・株や金や購入すると儲かるという勧誘する手口
※こんな電話がかかってきたら、迷わず木津警察署または、
　 １10番通報してください。

■京都府木津警察署　℡　72-0110　または、110番へ
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平成23年度耐震診断・耐震改修の受付を開始します

　和束町では、地震による木造住宅の倒壊等を防止し、災害に強
い安心・安全なまちづくりの推進を図るため「耐震診断士派遣事
業」と「耐震改修事業費補助」の申し込みの受付を開始します。

◎耐震診断士派遣事業
                   受付期間　８月８日（月）～８月３１日（水）

▼支援内容
京都府に登録されている耐震診断士を町が派遣し、費用の一部を負担するもので
す。ただし、個人負担として３，０００円が必要となります。

▼対象となる住宅
①昭和５６年５月３１日までに着工し現に完成した木造住宅。
②床面積の半分以上を住宅として使用していること。
③簡易耐震診断の評点が９点以下であること。

▼対象者と募集件数
住宅を自ら所有する方、もしくは居住している方。
募集件数は10件。（多数の応募があったときは抽選となります）

▼その他
建築確認通知書、または住宅の登記簿謄本の写しが必要。

◎耐震改修事業費補助
                 (受付期間は、決定次第ご案内します。)

▼支援内容
９０万円を限度として、耐震改修に係る工事費の半分を補助する制度です。

▼対象となる住宅
①昭和５６年５月３１日までに着工し現に完成した木造住宅。

▼対象となる住宅
①昭和５６年５月３１日までに着工し現に完成した木造住宅。
②床面積の半分以上を住宅として使用していること。
③京都府に登録されている耐震診断士が、(財)日本建築協会が定めた「木造住宅耐
震診　　　　　　　　　　断と補強方法」に定める一般診断法・精密診断法での診断結果
の評点が「1.0未満」と判定された木造住宅。
④耐震改修工事後の評点が「1.0以上」と判定される工事を行うものであること。
⑤建築士が改修の計画を立て、改修工事の監理を行うものであること。
⑥町税等を滞納していない人。

【問い合せ先】　役場総務課　℡78-3001(内線311)

※くわしくは、別刷りのチラシをごらんください。
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　地球温暖化防止対策の一環であるグリーンカーテン作り、京都府
地球温暖化防止活動推進員さん達が中心となって５月１１日に植え
たゴーヤのその後の成長記録を報告します。

平成２３年６月１２日（日）
　ゴーヤを植えてから１ヶ月が経ちました。長いものは１ｍ５０ｃ
ｍを越えています。２日前に初めて花が咲きました。

役場のゴーヤ

前回から２週間が経ったので、追肥しました。追肥は、ゴーヤの
成長を見ながら、２週間おきに４回ぐらい行います。
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　６月２０日（月）

今日は降ったり止んだりの天気です。
役場のゴーヤは２ｍを越えました。

役場

役場西別館前のプランターにはゴーヤと同じつる性植物
のフウセンカズラを植えました。芽が出ています。種は、昨
年の町のイベント『グリーンフェスタinわづか』にお越しい
ただいた精華町の方からいただきました。
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　６月２３日（木）
　　この日の気温は30℃。暑くなりました。今夏の電力供給不足
が予想され、既に広く節電が呼びかけられています。

　役場のゴーヤは３ｍを越えました。肥料をしっかり与えたからで
しょうか。ちょっと下の方に葉が密集しています。何とか頑張って
上の方にもつるや葉を広げて立派なカーテンになってほしいです。
　水やりしていると、通りすがりの住民さん達が声を掛けてくれま
す。町内でもゴーヤ等を植えておられる家も何軒かあるようです。

７月１日（金）

社会福祉センター
のゴーヤの実
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　７月になりました。植えてから１ヶ月半が過ぎました。花がたく
さん咲いています。社会福祉センターのゴーヤには、まだ小さい
ですが、実が成っています。

役場

社会福祉センター

　いつの間にかどこからともなくミツバチがやって来て、花から
花へと蜜を集めに飛び回っています。花に近づくと、甘い香りが
漂っています。
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　７月８日（金）
　　役場西別館のフウセンカズラにネットを施しました。ネット
を掴むようにつるを伸ばしています。

フウセンガズラ ルコウソウ

　西別館にはもう一つのプランターにルコウソウを植えまし
た。これもつる性植物です。種を蒔いて１週間も経たないうち
に発芽しました。

【京都府地球温暖化防止活動推進員】
                          田中昭さんからのメッセージ

　私たちの住んでいる地球が出来たのは45億年前だといわれていま
す。その時から青い海と緑の大地、そして大気、生物などが誕生し、
長い間ずっと進化し続けてきた地球。その地球を私達自身が破壊して
います。今、環境問題となっている「地球温暖化現象」、この原因と
なっている温室効果ガスは様々なものがありますが、中でも二酸化炭
素（別名炭酸ガス）が最も影響度が高いといわれています。
　18、19世紀の産業革命以降、石油や石炭などの燃料の使用が増え
た結果、大気中に二酸化炭素の濃度が増加しています。
　種々の温暖化の原因の中で、唯一、私達で制御が可能といわれてい
るのが「温室効果ガスの削減」なのです。今夏は電力不足が問題と
なっていて、家庭や職場で既に節電に向けていろんな工夫や取り組み
がされています。暑さは厳しいですが、節電と同時に温室効果ガスが
少しでも削減されることを願っています。
　和束町の地球温暖化防止活動の一環として以前から取り組まれてい
るグリーンカーテン事業に今年から私も参加しています。今後ともよ
ろしくお願いします。
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グリンティ和束

社会福祉センター 役場

　グリーンカーテンは夏の強い日射しを遮ってくれ、室内
温度の上昇を少しでも防ぎ、エアコン電力消費量も抑えて
くれます。ゴーヤの緑色は見た目も涼しげで、また吸収さ
れた水分の大半は葉から蒸発するので、単なる日よけの簾
よりもひんやりしています。

　小・中学校のみなさんへ
　夏休みの自由研究でゴーヤ等グリーンカーテンに興味の
ある人は、役場農村振興課へおたずねください。
【問合せ先】役場農村振興課　78-3001
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　すでにみなさまもご存知のとおり東日本大震災で国内の発電
所が大きな被害を受けたことにより、電力需要の多い今夏、特
に８月は関西でも電力供給量が不足するおそれがあります。
　ご家庭では、エアコン、冷蔵庫、照明器具やテレビで多くの電
気が使われています。適温冷房（28℃）、機器の適正な管理（エ
アコンのフィルターの清掃等）、無駄な電灯を消すなど工夫し
て、節電へのご協力をお願いします。
　なお、熱中症対策等を十分行い、無理のない範囲内でお願い
します。

夏期における節電にご協力を

「関西電力株式会社　でんき予報」のホームページはこちら

http://www.kepco.co.jp/setsuden/graph/index.html

◎関西電力　でんき予報について
　関西電力株式会社では、自社のホームページで節電に対す
る協力を求めています。「でんき予報」というページで、翌日の
電気供給量の予想を「安定した需給状況（緑色）」、「やや厳し
い状況（黄色）」、「厳しい需給状況（赤色）」、「非常に厳しい需
給状況（赤色）」の４段階に分け、前日の午後６時に発表して
います。
　赤色の「厳しい需給状況」、「非常に厳しい需給状況」が表示
されましたら、可能な限りの節電にご協力くださいますよう、お
願い申しあげます。

こまめに電気を消しましょう
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《特定健診とは》
　生活習慣病予防と疾病の早期発見のため、その発症前段階のメタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）を

中心とした健診を行います。

・対象者　    和束町の国民健康保険に加入されている人のうち４０歳以上７４歳以下の人及び

　　　　　　　　後期高齢者医療制度に加入されている人

・内容　　　 　問診・身体計測(身長・体重・ＢＭＩ・腹囲)・診察・血圧測定・尿検査・血液検査・心電図検査など

・期間　　　 　９月１日(木)～１０月３１日(月)

・健診を受ける医療機関　　　柳沢活道ヶ丘診療所・南医院・和束町国保診療所

・健診の流れ

　　　　　　①和束町国保から対象者に受診券と受診票を送付

　　　　　　②医療機関で健診を受ける

　　　　　　③血液検査の結果とあわせて後日受診者に結果説明

　　　　　　④必要な人には特定保健指導

・健診費用　　　１人　１，０００円

　　　　　　　　　　　※ 後期高齢者医療制度加入されている人は無料です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《特定保健指導とは》
　特定健診の結果、メタボリックシンドローム予備群とされた人には特定保健指導により改善のための支援を行

います。生活習慣の改善が必要とされた人に行われ、動機付け支援、積極的支援に分類されます。動機付け

支援・積極的支援にあてはまらない人は情報提供のみとなります。

・期間　　　　平成２３年１２月～平成２４年５月　　※栄養士・保健師が指導にあたります。

・問合せ先

　　　　　　役場税住民課　℡　７８－３００１（内線２１０・２１２）

　

　年に１回　必ず健診を受けましょう
　特定健診・特定保健指導が医療保険者に義務づけられました

和束町国民健康保険  後期高齢者医療

水は限りある大切な資源です

◎８月１日は水の日
◎８月１日～７日は水の週間
節水にご協力ください。
水を大切にしましょう。

和束町建設事業課水道係
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　私たちの生活を豊かで楽しいものとするには、政治を良いものにしなければなりません。
　良い政治が行われるには、選挙が明るく正しく行われなければなりません。そこで、児童・生徒のみなさん、
町民のみなさんから明るい選挙を推進する上で役立つポスター・標語を募集します。

　
（対象者）
　・児童・生徒の部　　 府内の小・中・高等学校の児童・生徒
　・一般の部　　　　　　町内に居住する人
（提出先）
　・児童・生徒の部　　 学校
　・一般の部　　　　　　和束町選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（役場総務課）
（色・大きさ等）
　・色彩　　　　　　　　　自由
　  大きさ　　　　　　　　画用紙の四つ切・八つ切
　　啓発標語　　　　　　自由

　
  （対象者）
　　・町内に居住する人（児童・生徒を含む）
　（提出先）
　　・児童・生徒　　　 通学している学校
　　・一般　　　　　　　和束町選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（役場総務課）

（その他）
　　　自作・未発表のもので１人１点に限ります。
（募集期限）
　　　９月９日（金）

　なお、応募作品は明るい選挙を推進するために、ポスター図案、ホームページへの掲載、展示など、
各種選挙啓発に使用させていただきます。

                  《問合せ先》
                      和束町選挙管理委員会
                      和束町明るい選挙推進協議会 (役場総務課)　℡７８－３００１（内線３１１）

「道路ふれあい月間」８月１日～８月３１日
「ふしぎだね この道歩くと ほっとする」

　身近な存在でありながら普段あまり意識することのない道路につい
て、広くみなさんその役割及び重要性を再認識していただき、もっと道
路を自分たちのものとして考え活用していただくため、国土交通省が
中心となって、毎年８月を「道路ふれあい月間」と定め、道路利用者の
視点に立った運動を実施しています。
　和束の道路をいつまでも美しくあり続けるため、道路にたばこの吸い
がらや空きカン、ペットボトルのポイ捨てはやめましょう。

住宅用火災警報機をつけましたか

平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報機の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設置が義務づけられています

・火災警報機は火災の初期発見につながります
・一刻も早い発見はあなたの命を守ります
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16 火 原山 1 木 園
別所

17 水 白栖 2 金 　

18 木 木屋 3 土

19 金 門前 4 日 　

20 土 　 5 月 中

21 日 湯船 6 火 東
別陽

22 月 7 水

23 火 8 木 釜塚

24 水 9 金 南
撰原

25 木 10 土 石寺

26 金 11 日 　

27 土 12 月 　

28 日 13 火 杣田

29 月 14 水

30 火 15 木 　

31 水

　

　

園庭開放日(支援セ/10:00～)
３歳児健診(社セ/13:00～)

相楽消費センター巡回相談日
　　(役場西別館/13:30～16:00)
ころばん塾「二次予防」(老福セ)

交通事故無料相談(木津総合庁舎)
ころばん塾「一次予防」(老福セ)

ころばん塾「一次予防」(老福セ)

相楽消費センター巡回相談日
　　(役場西別館/13:30～16:00)
ころばん塾「二次予防」(老福セ)

くらしのカレンダー

行事案内 行事案内

8月 ９月

　

ころばん塾「一次予防」(老福セ)

園庭開放日(支援セ/10:00～)
相楽消費センター巡回相談日
　　(役場西別館/13:30～16:00)
ころばん塾「二次予防」(老福セ)

図書室夜間貸出(～20:00)

　

　

　

すくすく広場(支援セ/10:00～)

園庭開放日(支援セ/10:00～)
人権相談(ふセ/13:30～16:00)
お楽しみ会(こども館・児童公園
/15:30)
多重債務無料法律相談
　(木津川市役所北別館/
　　16:00～1900要予約)
共同浴場無料開放日
図書室夜間貸出(～20:00)

工作教室・園児と交流
     (こども館/10:00)
ころばん塾「一次予防」(老福セ)

おはなし会（和・保/10:00～）
すくすく広場(支援セ/10:00～)

　 　

すくすく広場(支援セ/10:00～)
相楽消費センター巡回相談日
　　(役場西別館/13:30～16:00)
ころばん塾「二次予防」(老福セ)

　

　

一時保育・リフレッシュ指定日
　　　　　　　　　(支援セ/8:30～)
エンジェル広場(社セ/10:00～)
多重債務無料法律相談
　(木津川市役所北別館/
　　16:00～1900要予約)

園庭開放日(支援セ/10:00～)

一時保育・リフレッシュ指定日
　　　　　　　　　(支援セ/8:30～)

すくすく広場(支援セ/10:00～)
相楽消費センター巡回相談日
　　(役場西別館/13:30～16:00)
ころばん塾「二次予防」(老福セ)

乳児健診相談(社セ13:15～)

2学期始業式(小・中学校
特定健診医療機関開始～10/31
園庭開放日(支援セ/10:00～)
ころばん塾「一次予防」(老福セ)

　

(時間は24時間表示です)

　開室時間
　午前　 　　９：３０～１２：００
　午後　 　１３：００～１６：３０
　昼休み　１２：００～１３：００

　体験交流センター図書室開室日
　貸出　水、金、土、日
　閲覧　木
　休室　月、火
　※夏休み期間中毎週金曜日
　　　夜間貸出日(～20：00)

(時間は24時間表示です)
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古紙回収略称
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